
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
人　

事　

課
）　

　

一

 
訓

令

甲

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　

　

一

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

二

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
介
護
保
険
室
）　

　

二

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
辞
退
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

六

〇
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（
下　
水　
道　
課
）　

　

六

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
住
所
変
更
の
届
出 

（
気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

七

 
公

告

〇
平
成
二
十
一
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
実
施 

（
産
業
立
地
推
進
課
）　

　

七

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

八

〇
証
票
の
無
効 

八

 
規

則

　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
八
号

　
　
　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
第
二
十
号
中
ナ
を
ヰ
と
し
、
ネ
を
ム
と
し
、
同
号
ム
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ウ　

第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
五
十
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
報
告
の
請
求
、
感
染
の
防
止
に
必
要
な
協
力
の
要
請
及
び
食
事
等
の
提
供
に
要
し
た
実
費
の
徴
収

　

第
六
条
第
一
項
第
二
十
号
中
ツ
を
ラ
と
し
、
ハ
か
ら
ソ
ま
で
を
ヘ
か
ら
ナ
ま
で
と
し
、
同
号
ロ
中
「
並
び
に
」
を

「（
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
及
び
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
質
問
及
び
調
査
の
実
施
の
指
示

ハ　

第
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
請
求
並
び
に
職
員
の
質
問
の
指
示
並
び
に
当
該

職
員
の
質
問
及
び
調
査
の
指
示

ニ　

第
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
決
定
及
び
医
師
そ
の
他
の
医
療
関
係
者
に
対
す
る
協
力
の
要
請

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
保
健
福
祉
事
務
所
長
に
係
る
専
決
事
項
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

住
宅
手
当
緊
急
特
別
措
置
事
業
実
施
要
綱
に
基
づ
く
住
宅
手
当
の
支
給
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

附　

則

（1）　 平成21年９月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2094号　　 
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こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
二
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ど
ん
ぐ
り
の
森

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

伊
澤　

紘
生

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
青
葉
区
中
山
八
丁
目
十
六
番
十
二
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
野
生
動
物
が
永
続
し
て
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
森
を
作
る
こ
と
を

目
的
と
し
、
そ
の
為
の
植
樹
等
の
事
業
を
行
う
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
三
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
さ
れ
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

地
球
の
ス
テ
ー
ジ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

桑
山　

紀
彦

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

山
形
県
山
形
市
小
立
一
丁
目
十
の
三
十

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
国
内
外
に
お
い
て
、
子
供
か
ら
大
人
ま
で
す
べ
て
の
人
を
対
象
に

し
た
国
際
理
解
を
得
る
機
会
を
提
供
し
、
世
界
と
自
ら
の
つ
な
が
り
が
意
識
で
き

る
よ
う
な
開
発
教
育
の
場
を
提
供
す
る
。
ま
た
、
世
界
の
紛
争
や
貧
困
に
あ
え
ぐ

国
々
へ
の
支
援
を
行
い
、
世
界
の
平
和
、
平
等
へ
の
意
識
つ
く
り
や
直
接
的
な
貢

献
を
実
践
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
四
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と

し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
介
護

二　

通
所
介
護

三　

福
祉
用
具
貸
与

 

第2094号　平成21年９月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
二
〇
一
八
五
六

〇
四
七
五
五
〇
二
〇
二
七

〇
四
七
二
八
〇
〇
四
〇
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

七
福
訪
問
介
護

石
巻
市
三
ツ
股
三
丁
目
七
番
三

十
四
号

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
株
式
会
社
仙

台
泉
在
宅
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

仙
台
市
泉
区
七
北
田
字
古
内
百

三
十
番
地

ゆ
〜
ら
ん
ど
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
切
込
三

番
二
番
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
レ
イ
ン
ボ
ー

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
株
式
会
社

株
式
会
社
陶
芸
の
里
宮
崎
振

興
公
社

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
十
五
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
二
〇
一
八
六
四

〇
四
七
一
三
〇
一
二
七
五

〇
四
七
三
一
〇
〇
七
六
六

〇
四
七
五
三
〇
一
五
七
八

〇
四
七
五
一
〇
三
〇
〇
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
き
ら

く石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
東
田

五
十
番
地
の
十
四

り
つ
わ
フ
ロ
ー
ラ
ル

栗
原
市
栗
駒
岩
ケ
崎
茂
庭
町
四

十
三
番
地

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
接
骨
木

遠
田
郡
涌
谷
町
涌
谷
字
新
見
龍

寺
前
百
三
番
地
一

も
も
の
木
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

仙
台
市
若
林
区
保
春
院
前
丁
五

十
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ド
ン

ク
マ
サ
ー
末
広

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
三

番
十
六
号
ド
ン
ク
マ
サ
ー
パ
ー

ト
Ⅰ
ビ
ル

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
ハ
ッ
ピ
ー
ワ
ー
ク

ス有
限
会
社
リ
ツ
ワ

合
同
会
社
エ
タ
ー
ナ
ル

も
も
の
木
株
式
会
社

有
限
会
社
ウ
ェ
ル
フ
ァ
ー

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
五
日

平
成
二
十
一
年

八
月
十
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

指
定
年
月
日



四　

特
定
福
祉
用
具
販
売

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
五
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
と

し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
六
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
訪
問
介
護

二　

介
護
予
防
通
所
介
護

三　

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

 

（3）　 平成21年９月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2094号　　 

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
一
〇
二
九
九
二

〇
四
七
五
五
〇
二
〇
八
四

〇
四
七
二
八
〇
〇
六
二
二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

あ
お
ば
介
護
セ
ン
タ
ー

仙
台
市
青
葉
区
栗
生
五
丁
目
二

十
番
地
の
十
二

有
限
会
社
ケ
イ
テ
ッ
ク

仙
台
市
泉
区
松
森
字
鹿
島
十
五

番
地
の
五

株
式
会
社
デ
ィ
ー
エ
ー
ラ
イ
フ

福
祉
事
業
部

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
西
昌
寺

二
番
地
三
十
五
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
夢
・
あ
お
ば

有
限
会
社
ケ
イ
テ
ッ
ク

株
式
会
社
デ
ィ
ー
エ
ー
ラ
イ

フ

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
十
五
日

〇
四
七
五
一
〇
二
九
九
二

〇
四
七
二
八
〇
〇
六
二
二

あ
お
ば
介
護
セ
ン
タ
ー

仙
台
市
青
葉
区
栗
生
五
丁
目
二

十
番
地
の
十
二

株
式
会
社
デ
ィ
ー
エ
ー
ラ
イ
フ

福
祉
事
業
部

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
西
昌
寺

二
番
地
三
十
五
号

株
式
会
社
夢
・
あ
お
ば

株
式
会
社
デ
ィ
ー
エ
ー
ラ
イ

フ

平
成
二
十
一
年

八
月
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
十
五
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
二
六
〇
〇
六
二
六

〇
四
七
五
一
〇
二
九
八
四

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
ソ
レ
イ

ユ宮
城
郡
七
ケ
浜
町
汐
見
台
二
丁

目
二
番
地
の
四
十
三

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
あ

お
ば
仙
台
市
青
葉
区
栗
生
五
丁
目
二

十
番
地
の
十
二

事
業
者
の
名
称

有
限
会
社
ラ
イ
フ
フ
ァ
ク
ト

リ
ー

株
式
会
社
夢
・
あ
お
ば

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
二
〇
一
八
五
六

〇
四
七
五
五
〇
二
〇
二
七

〇
四
七
二
八
〇
〇
四
〇
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

七
福
訪
問
介
護

石
巻
市
三
ツ
股
三
丁
目
七
番
三

十
四
号

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
株
式
会
社
仙

台
泉
在
宅
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

仙
台
市
泉
区
七
北
田
字
古
内
百

三
十
番
地

ゆ
〜
ら
ん
ど
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
切
込
三

番
二
番
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
レ
イ
ン
ボ
ー

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
株
式
会
社

株
式
会
社
陶
芸
の
里
宮
崎
振

興
公
社

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
十
五
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
二
〇
一
八
六
四

〇
四
七
三
一
〇
〇
七
六
六

〇
四
七
五
三
〇
一
五
七
八

〇
四
七
五
一
〇
三
〇
〇
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
き
ら

く石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
東
田

五
十
番
地
の
十
四

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
接
骨
木

遠
田
郡
涌
谷
町
涌
谷
字
新
見
龍

寺
前
百
三
番
地
一

も
も
の
木
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

仙
台
市
若
林
区
保
春
院
前
丁
五

十
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ド
ン

ク
マ
サ
ー
末
広

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
三

番
十
六
号
ド
ン
ク
マ
サ
ー
パ
ー

ト
Ⅰ
ビ
ル

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
ハ
ッ
ピ
ー
ワ
ー
ク

ス合
同
会
社
エ
タ
ー
ナ
ル

も
も
の
木
株
式
会
社

有
限
会
社
ウ
ェ
ル
フ
ァ
ー

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
五
日

平
成
二
十
一
年

八
月
十
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
一
〇
二
九
九
二

〇
四
七
二
八
〇
〇
六
二
二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

あ
お
ば
介
護
セ
ン
タ
ー

仙
台
市
青
葉
区
栗
生
五
丁
目
二

十
番
地
の
十
二

株
式
会
社
デ
ィ
ー
エ
ー
ラ
イ
フ

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
夢
・
あ
お
ば

株
式
会
社
デ
ィ
ー
エ
ー
ラ
イ

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
一
日

平
成
二
十
一
年



四　

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
七
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
介
護

二　

訪
問
入
浴
介
護

三　

通
所
介
護

四　

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

五　

福
祉
用
具
貸
与
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福
祉
事
業
部

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
西
昌
寺

二
番
地
三
十
五
号

フ

八
月
十
五
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
一
〇
二
九
九
二

〇
四
七
五
五
〇
二
〇
八
四

〇
四
七
二
八
〇
〇
六
二
二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

あ
お
ば
介
護
セ
ン
タ
ー

仙
台
市
青
葉
区
栗
生
五
丁
目
二

十
番
地
の
十
二

有
限
会
社
ケ
イ
テ
ッ
ク

仙
台
市
泉
区
松
森
字
鹿
島
十
五

番
地
の
五

株
式
会
社
デ
ィ
ー
エ
ー
ラ
イ
フ

福
祉
事
業
部

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
西
昌
寺

二
番
地
三
十
五
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
夢
・
あ
お
ば

有
限
会
社
ケ
イ
テ
ッ
ク

株
式
会
社
デ
ィ
ー
エ
ー
ラ
イ

フ

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
十
五
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
二
〇
〇
五
七
七

〇
四
七
三
六
〇
〇
一
三
八

〇
四
七
五
一
〇
二
三
八
〇

〇
四
七
五
四
〇
〇
八
八
三

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
日
和

石
巻
市
中
浦
一
丁
目
二
番
六
十

二
号

本
吉
町
社
会
福
祉
協
議
会
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

本
吉
郡
本
吉
町
津
谷
明
戸
二
百

二
十
二
番
地
の
二

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
ラ

イ
ズ
ン

仙
台
市
青
葉
区
吉
成
一
丁
目
十

五
番
八
号

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
ぶ

た
え
仙
台
市
太
白
区
人
来
田
二
丁
目

一
番
十
五
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

特
定
非
営
利
活
動
法
人
サ
ン

ケ
ア

社
会
福
祉
法
人
本
吉
町
社
会

福
祉
協
議
会

有
限
会
社
キ
ャ
ッ
ツ
ハ
ン
ド

有
限
会
社
五
福
屋

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

七
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
三
六
〇
〇
一
三
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

本
吉
町
社
会
福
祉
協
議
会
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

本
吉
郡
本
吉
町
津
谷
明
戸
二
百

二
十
二
番
地
の
二

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

社
会
福
祉
法
人
本
吉
町
社
会

福
祉
協
議
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
二
〇
一
四
〇
一

〇
四
七
二
七
〇
〇
七
五
六

〇
四
七
三
六
〇
〇
二
二
九

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ひ
よ
り
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

石
巻
市
中
浦
一
丁
目
二
番
六
十

二
号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
あ
っ

た
か
い
ご
東
向
陽
台

黒
川
郡
富
谷
町
東
向
陽
台
一
丁

目
三
番
六
号

本
吉
町
大
谷
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

本
吉
郡
本
吉
町
窪
二
十
一
番
地

の
一

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

特
定
非
営
利
活
動
法
人
サ
ン

ケ
ア

株
式
会
社
イ
ン
プ
ル
ー
ブ

社
会
福
祉
法
人
本
吉
町
社
会

福
祉
協
議
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

七
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
四
〇
一
八
〇
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ク
リ
ニ
ッ
ク
ソ
ア
ー
ズ
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
太
白
区
西
中
田
二
丁
目

十
九
番
一
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

医
療
法
人
社
団
誠
英
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
三
六
〇
〇
二
三
七

〇
四
七
五
一
〇
二
三
八
〇

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
本
吉
町
社
会
福

祉
協
議
会

本
吉
郡
本
吉
町
津
谷
舘
岡
五
十

一
番
地
の
六

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
ラ

イ
ズ
ン

仙
台
市
青
葉
区
吉
成
一
丁
目
十

五
番
八
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

社
会
福
祉
法
人
本
吉
町
社
会

福
祉
協
議
会

有
限
会
社
キ
ャ
ッ
ツ
ハ
ン
ド

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日



六　

特
定
福
祉
用
具
販
売

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
八
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
九
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
開

設
者
か
ら
次
の
と
お
り
指
定
を
辞
退
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
訪
問
介
護

二　

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
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〇
四
七
五
五
〇
一
八
三
九

介
護
シ
ョ
ッ
プ
マ
ー
ク
・
ト
ゥ

エ
イ
ン

仙
台
市
泉
区
寺
岡
一
丁
目
二
十

五
番
地
の
七

有
限
会
社
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ

イ
ン

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
一
〇
二
三
八
〇

〇
四
七
五
五
〇
一
八
三
九

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
ラ

イ
ズ
ン

仙
台
市
青
葉
区
吉
成
一
丁
目
十

五
番
八
号

介
護
シ
ョ
ッ
プ
マ
ー
ク
・
ト
ゥ

エ
イ
ン

仙
台
市
泉
区
寺
岡
一
丁
目
二
十

五
番
地
の
七

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

有
限
会
社
キ
ャ
ッ
ツ
ハ
ン
ド

有
限
会
社
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ

イ
ン

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
七
〇
〇
四
〇
二

〇
四
七
三
六
〇
〇
〇
九
六

〇
四
七
三
六
〇
〇
二
一
一

〇
四
七
五
一
〇
二
四
一
四

〇
四
七
五
四
〇
〇
八
八
三

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
た
て
こ

し名
取
市
植
松
四
丁
目
十
七
番
十

二
号

本
吉
町
社
会
福
祉
協
議
会
津
谷

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

本
吉
郡
本
吉
町
津
谷
明
戸
二
百

二
十
二
番
地
の
二

本
吉
町
社
会
福
祉
協
議
会
大
谷

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

本
吉
郡
本
吉
町
窪
二
十
一
番
地

の
一

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
ホ
ラ
イ

ズ
ン
仙
台
市
青
葉
区
吉
成
一
丁
目
十

五
番
八
号

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
ぶ

た
え
仙
台
市
太
白
区
人
来
田
二
丁
目

事
業
者
の
名
称

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

社
会
福
祉
法
人
本
吉
町
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
本
吉
町
社
会

福
祉
協
議
会

有
限
会
社
キ
ャ
ッ
ツ
ハ
ン
ド

有
限
会
社
五
福
屋

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

一
番
十
五
号

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
一
二
二
一
一
一
八
七

施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

川
崎
こ
こ
ろ
病
院

柴
田
郡
川
崎
町
川
内
字
北
川
原

山
七
十
二
番
地

開
設
者
の
名
称
又
は
氏
名

医
療
法
人
仁
泉
会

辞
退
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
十
五
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
二
〇
〇
五
七
七

〇
四
七
三
六
〇
〇
一
三
八

〇
四
七
五
一
〇
二
三
八
〇

〇
四
七
五
四
〇
〇
八
八
三

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
日
和

石
巻
市
中
浦
一
丁
目
二
番
六
十

二
号

本
吉
町
社
会
福
祉
協
議
会
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

本
吉
郡
本
吉
町
津
谷
明
戸
二
百

二
十
二
番
地
の
二

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
ラ

イ
ズ
ン

仙
台
市
青
葉
区
吉
成
一
丁
目
十

五
番
八
号

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
ぶ

た
え
仙
台
市
太
白
区
人
来
田
二
丁
目

一
番
十
五
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

特
定
非
営
利
活
動
法
人
サ
ン

ケ
ア

社
会
福
祉
法
人
本
吉
町
社
会

福
祉
協
議
会

有
限
会
社
キ
ャ
ッ
ツ
ハ
ン
ド

有
限
会
社
五
福
屋

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

七
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日



三　

介
護
予
防
通
所
介
護

四　

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

五　

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

 

六　

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

第2094号　平成21年９月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
三
六
〇
〇
一
三
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

本
吉
町
社
会
福
祉
協
議
会
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

本
吉
郡
本
吉
町
津
谷
明
戸
二
百

二
十
二
番
地
の
二

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

社
会
福
祉
法
人
本
吉
町
社
会

福
祉
協
議
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
二
〇
一
四
〇
一

〇
四
七
二
七
〇
〇
七
五
六

〇
四
七
三
六
〇
〇
二
二
九

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ひ
よ
り
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

石
巻
市
中
浦
一
丁
目
二
番
六
十

二
号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
あ
っ

た
か
い
ご
東
向
陽
台

黒
川
郡
富
谷
町
東
向
陽
台
一
丁

目
三
番
六
号

本
吉
町
大
谷
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

本
吉
郡
本
吉
町
窪
二
十
一
番
地

の
一

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

特
定
非
営
利
活
動
法
人
サ
ン

ケ
ア

株
式
会
社
イ
ン
プ
ル
ー
ブ

社
会
福
祉
法
人
本
吉
町
社
会

福
祉
協
議
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

七
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
四
〇
一
八
〇
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ク
リ
ニ
ッ
ク
ソ
ア
ー
ズ
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
太
白
区
西
中
田
二
丁
目

十
九
番
一
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

医
療
法
人
社
団
誠
英
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

仙
台
市
泉
区
寺
岡
一
丁
目
二
十

五
番
地
の
七

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
三
六
〇
〇
二
三
七

〇
四
七
五
一
〇
二
三
八
〇

〇
四
七
五
五
〇
一
八
三
九

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
本
吉
町
社
会
福

祉
協
議
会

本
吉
郡
本
吉
町
津
谷
舘
岡
五
十

一
番
地
の
六

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
ラ

イ
ズ
ン

仙
台
市
青
葉
区
吉
成
一
丁
目
十

五
番
八
号

介
護
シ
ョ
ッ
プ
マ
ー
ク
・
ト
ゥ

エ
イ
ン

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

社
会
福
祉
法
人
本
吉
町
社
会

福
祉
協
議
会

有
限
会
社
キ
ャ
ッ
ツ
ハ
ン
ド

有
限
会
社
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ

イ
ン

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
一
〇
二
三
八
〇

〇
四
七
五
五
〇
一
八
三
九

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
ラ

イ
ズ
ン

仙
台
市
青
葉
区
吉
成
一
丁
目
十

五
番
八
号

介
護
シ
ョ
ッ
プ
マ
ー
ク
・
ト
ゥ

エ
イ
ン

仙
台
市
泉
区
寺
岡
一
丁
目
二
十

五
番
地
の
七

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

有
限
会
社
キ
ャ
ッ
ツ
ハ
ン
ド

有
限
会
社
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ

イ
ン

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
一
〇
〇
二
〇
五

〇
四
一
五
四
〇
〇
一
八
三

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
ホ
ラ
イ
ズ
ン

仙
台
市
青
葉
区
吉
成
一

丁
目
十
五
番
八
号

有
限
会
社
五
福
屋
訪
問

介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は

ぶ
た
え

仙
台
市
太
白
区
人
来
田

二
丁
目
一
番
十
五
号

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
、
重
度

訪
問
介
護

居
宅
介
護
、
重
度

訪
問
介
護

設
置
者
名

有
限
会
社
キ
ャ 

ッ
ツ
ハ
ン
ド

有
限
会
社
五
福

屋
訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
は

ぶ
た
え

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日



　
　

仙
台
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

仙
台
市
阿
武
隈
川
下
流
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

変
更
な
し

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　

昭
和
五
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
千
二
百
十
六
号
、
平
成
元
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
号
、
平
成
五
年
宮
城
県
告

示
第
五
百
五
十
八
号
、
平
成
六
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
二
号
、
平
成
六
年
宮
城
県
告
示
第
千
二
百
号
、
平
成
七
年

宮
城
県
告
示
第
八
十
一
号
、
平
成
九
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号
、
平
成
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十

四
号
、
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
五
号
、
平
成
二
十
年
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
三
号
の
事
業
地
に
、
仙

台
市
太
白
区
四
郎
丸
字
岡
谷
地
を
加
え
る
。

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
階
上
大
谷
土
地
改
良

区
役
員
の
住
所
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

小　
　

泉　
　
　
　
　

保　
　
　

 

 
公

告

〇
砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
平
成
二
十
一
年
度
砂
利
採

取
業
務
主
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

試
験
日
時

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
三
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二　

試
験
会
場

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二－

三

　
　

宮
城
県
自
治
会
館
二
階
二
〇
四
会
議
室

三　

試
験
科
目

　

１　

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
法
令

　

２　

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
基
礎
的
な
土
木
及
び
河
川
工
学
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。）

四　

受
験
手
続

１　

受
験
願
書
の
受
付
期
間
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
六
日
（
火
）
か
ら
同
月
二
十
三
日
（
金
）
ま
で
と
す
る
。
た

だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
同
日
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
を
有
効
と
す
る
。

２　

受
験
手
数
料
は
七
千
六
百
円
と
し
、
受
験
願
書
に
七
千
六
百
円
分
の
宮
城
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
て
納
め
る

こ
と
。

３　

受
験
願
書
は
、
宮
城
県
経
済
商
工
観
光
部
産
業
立
地
推
進
課
及
び
各
地
方
振
興
事
務
所
で
配
布
す
る
。

４　

受
験
願
書
の
提
出
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
経
済
商
工
観
光
部
産
業
立
地
推
進
課
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

二
七
三
一
）

　

５　

受
験
願
書
の
添
付
書
類

　

写
真
（
手
札
形
（
縦
十
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
八
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
と
し
、
受
験
願
書
の
提
出
前
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理　

事

理　

事

理　

事

高
橋　

秀
一

野
村　

橘
郎

堀
内　

勝
昭

気
仙
沼
市
本
吉
町
石
川
原
三
〇

六
番
地

気
仙
沼
市
本
吉
町
野
々
下
一
〇

七
番
地
一

気
仙
沼
市
本
吉
町
後
田
一
二
八

番
地

高
橋　

秀
一

野
村　

橘
郎

堀
内　

勝
昭

本
吉
郡
本
吉
町
石
川
原
三
〇
六

番
地

本
吉
郡
本
吉
町
野
々
下
一
〇
七

番
地
一

本
吉
郡
本
吉
町
後
田
一
二
八
番

地

役
職
名

理　

事

理　

事

理　

事

変　
　
　

更　
　
　

後

氏　
　

名

小
野　

武
久

小
野
寺
隆
一

熊
谷　

俊
一

住　
　
　
　
　

所

気
仙
沼
市
本
吉
町
道
貫
二
九
番

地気
仙
沼
市
本
吉
町
大
谷
三
〇
一

番
地

気
仙
沼
市
本
吉
町
土
樋
下
九
七

番
地

変　
　
　

更　
　
　

前

氏　
　

名

小
野　

武
久

小
野
寺
隆
一

熊
谷　

俊
一

住　
　
　
　
　

所

本
吉
郡
本
吉
町
道
貫
二
九
番
地

本
吉
郡
本
吉
町
大
谷
三
〇
一
番

地本
吉
郡
本
吉
町
土
樋
下
九
七
番

地



六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
上
半
身
像
で
、
そ
の
裏
面
に
、
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の
）

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
十
一
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
二
介
護
老
人
保
健
施
設
仙
台
青
葉
ロ
イ
ヤ
ル
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

医
療
法
人
社
団
泉
翔
会
介
護
老
人
保
健
施
設
泉
翔
の
里　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
青
葉
区
折
立
四
丁
目
一
番
一
五

号
　

別
表
第
二
社
会
福
祉
法
人
康
陽
会
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
Ｊ
＆
Ｂ
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

社
会
福
祉
法
人
宏
恵
会
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
リ
ー
フ
鶴
ヶ
谷　
　
　
　
　

同　

市
宮
城
野
区
鶴
ヶ
谷
字
京
原
七
九

番
一

　

別
表
第
二
社
会
福
祉
法
人
千
賀
の
浦
福
祉
会
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
清
楽
苑
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

社
会
福
祉
法
人
萩
の
里
小
規
模
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ウ
ィ
ズ
月
見
ヶ
丘　

同　

市
月
見
ヶ
丘
六
番
一
〇
号

　

社
会
福
祉
法
人
萩
の
里
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
ケ
ア
ハ
ウ
ス
月
見
ヶ
丘　
　
　
　

同　

市
月
見
ヶ
丘
六
番
一
〇
号

　

別
表
第
二
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
第
二
清
楽
苑
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

社
会
福
祉
法
人
宮
城
厚
生
福
祉
会
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
十
符
・
風
の
音　

宮
城
郡
利
府
町
葉
山
一
丁
目
五
三
番

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
十
二
号

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
百
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
左
記
の
証
票

は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日
以
降
無
効
と
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

記
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証

票

番

号

�候
 
　

第
一
号
の
〇
〇
五

証

票

番

号

�団
 
　

第
一
号
の
〇
〇
五


